
 1. 一部負担金の徴収猶予について

　　平成30年7月豪雨による災害により被災された方々で一定要件に該当する場合は、
　保険医療機関等での一部負担金等の支払いを猶予することができます。
　　なお、支払い猶予をご希望された方につきましては、保険医療機関等への支払いに
　代えて、後日当健康保険組合が被保険者から直接徴収することになります。

 2. 対象者の要件について

　  次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

　  (1)平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る災害救助法の
　　　 適用市町村に住所を有する被保険者及び被扶養者であること。

　  (2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。

　   ①　住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
　   ②　主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
 　  ③　主たる生計維持者の行方が不明である場合

 3. 取扱いの期間について

　  平成30年10月末までの診療、調剤及び訪問看護

 4. 適用市町村について

　  別添のとおり

 5. 被保険者証の取扱い及び保険料について

　　被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏
　名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診でき
　る取扱いが講じられております。
　　また、被災された事業所及び任意継続被保険者の保険料についても特例的な措置が
　ございます。

　ご不明の点は下記までお問い合わせください。

　・一部負担金の徴収猶予について 給付課(TEL ０３－３８６１－１８５３)

　・被保険者証及び保険料について 適用課(TEL ０３－３８６１－１８５４)

　　　　　　　平成30年7月豪雨により被災した被保険者等
　　　　　　　に係る一部負担金等の取り扱いについて


























